
平成２０年

第４回市議会定例会 議案第２０号

函館市道路占用料徴収条例の一部改正について

函館市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２０年１２月４日提出

函館市長 西 尾 正 範

函館市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

函館市道路占用料徴収条例（昭和４５年函館市条例第２６号）の一部

を次のように改正する。

別表中「１，０００」を「６３０」に，「１，６００」を「９７０」

「 「
２，２００ １，３００

９３０ ５６０

１，５００ ９００

２，１００ １，２００

に， ７２ を ５６ に，

１０ ６

５ ３

７００ ５５０

４８０ ３４０
」 」

「１，４００」を「１，１００」に，「６００」を「４７０」に，「

４，４００」を「２，０００」に，

「
外径が０．１メー ４８
トル未満のもの

外径が０．１メー
トル以上０．１５ ７２
メートル未満のも
の

法第32 外径が０．１５メ
条第１ ートル以上０．２ ９５



項第２ メートル未満のも 長さ１メー
号に掲 の トルにつき を
げる物 １年
件 外径が０．２メー

トル以上０．４メ １９０
ートル未満のもの

外径が０．４メー
トル以上１メート ４８０
ル未満のもの

外径が１メートル ９５０
以上のもの

」

「
外径が０．０７メ ２４
ートル未満のもの

外径が０．０７メ
ートル以上０．１ ３４
メートル未満のも
の

外径が０．１メー
トル以上０．１５ ５１
メートル未満のも
の

法第32 外径が０．１５メ
条第１ ートル以上０．２ ６７
項第２ メートル未満のも 長さ１メー
号に掲 の トルにつき に,
げる物 １年
件 外径が０．２メー

トル以上０．３メ １００
ートル未満のもの

外径が０．３メー
トル以上０．４メ １３０
ートル未満のもの

外径が０．４メー
トル以上０．７メ ２４０
ートル未満のもの

外径が０．７メー
トル以上１メート ３４０
ル未満のもの

外径が１メートル ６７０
以上のもの

」

「 「
Ａに０．００３を乗じて Ａに０．００４を乗じて
得た額 得た額

Ａに０．００５を乗じて Ａに０．００６を乗じて



得た額 得た額

Ａに０．００６を乗じて を Ａに０．００８を乗じて に，「
得た額 得た額

２，９００ １，０００

１，５００ ６００
」 」

１００」を「２０」に，「４５０」を「２００」に，「４４０」を「

２００」に，「１，１００」を「９００」に，「４４」を「２０」に，

「

を
その他 ２，２００
のもの

」

「

に，「１４０」を「
その他 １，０００
のもの

」

１１０」に，

「
階数が１ Ａに０．００６を乗じて

政令第 のもの 得た額
７条第
６号に 階数が２ Ａに０．００９を乗じて
掲げる のもの 得た額
施設な 建築物
らびに 階数が３ Ａに０．０１１を乗じて
同条第 のもの 得た額
７号に
掲げる 階数が４ Ａに０．０１３を乗じて
施設お 以上のも 得た額
よび自 の
動車駐
車場 その他のもの Ａに０．００６を乗じて

得た額 を
占用面積１

政令第７条第８号に掲げる 平方メート Ａに０．０１８を乗じて
器具 ルにつき１ 得た額

年
上空， 階数が１ Ａに０．００６を乗じて
トンネ のもの 得た額
ルの上
または 階数が２ Ａに０．００９を乗じて

政令第 自動車 のもの 得た額
７条第 専用道
９号お 路（高 階数が３ Ａに０．０１１を乗じて
よび第 架のも のもの 得た額
10号に のに限
掲げる る｡)の 階数が４
施設 路面下 以上のも Ａに０．０１３を乗じて

に設け の 得た額
るもの



その他のもの Ａに０．０１８を乗じて
得た額

」

「
政令第
７条第
６号に 建築物 Ａに０．０１４を乗じて
掲げる 得た額
施設な
らびに
同条第
７号に
掲げる
施設お その他のもの Ａに０．０１を乗じて得
よび自 た額
動車駐
車場

政令第 上空，トンネルの 占用面積１ に
７条第 上または高架の道 平方メート Ａに０．０１４を乗じて
８号に 路の路面下に設け ルにつき１ 得た額
掲げる るもの 年
応急仮
設建築 その他のもの Ａに０．０２５を乗じて
物 得た額

政令第７条第９号に掲げる Ａに０．０２５を乗じて
器具 得た額

政令第 上空，トンネルの
７条第 上または自動車専 Ａに０．０１４を乗じて
10号お 用道路（高架のも 得た額
よび第 のに限る｡)の路面
11号に 下に設けるもの
掲げる
施設 その他のもの Ａに０．０２５を乗じて

得た額
」

改める。

附 則

１ この条例は，平成２１年４月１日から施行する。

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後の占用に係る占用

料について適用し，同日前の占用に係る占用料については，なお従前

の例による。



（提案理由）

道路占用料の額を改定し，および被災者の居住の用に供するため必要

な応急仮設建築物に係る占用料の額を定めるため


